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　５月14日、改憲手続き法案は参院本会議でついに可決・
成立した。2000年に憲法調査会が衆参両院に設立されてか
ら７年、任期中に「新しい憲法」をつくることを公言した安倍
内閣の下で、ついに憲法改悪が具体的に政治日程にのせられ
ることになった。
　自民党は1955年の結党以来、「憲法改正」を党是としてき
た。50年以上も出来なかったことが、安倍の言葉を借りれ
ば「今後５年以内に新憲法を作る」まで事態が煮詰まってき
た背景には、言うまでもなくブッシュの「対テロ」戦争が解き
放ったグローバルな先制攻撃戦略に日本を軍事的に動員しな
ければならないという強い圧力がある。そして世界をおおう
新自由主義的な弱肉強食原理の下で、労働者・市民に貧困と
雇用破壊、無権利を強制して「底辺への競争」に組み込み、そ
の不満を「強い国家」への期待に統合するためには、現行憲法
が強い制約になっているからに他ならない。グローバルな戦
争・軍事化と「監視社会」、そして企業の無制限な利潤原理の
支配こそが、改憲への動きを加速させたのである。
　改憲手続き法案の成立によって、７月参院選後に開かれる
臨時国会で両院に憲法審査会が設置される。「憲法審査会」は
３年間は改憲草案の提案ができないことになっている。しか
し2000年に設置された「憲法調査会」があくまで調査のた
めの機関だったのに対し、「審査会」はまさに改憲のための機
関である。自民党は「改憲草案の提案」はできないにしても、
その「骨子・大綱案」については作成できるとしており、実際
すでに自民党は2011年夏に改憲発議、同年秋には国民投票
という日程表まで作成しているのだ。
　改憲手続き法案・与党案が、憲法改悪をしようという側に
とっていかに都合の良いものであるかは審議の中でますます
明らかになった。「過半数」の分母を「投票総数」ではなく「有
効投票」としたこと、最低投票率の規定を設けなかったこと、
公務員の政治活動規制と処罰、資金力のある者に圧倒的に有

利な有料メディア広告、「国民投票広報協議会」の構成の不公
正さ、などなどである。この改憲投票法案の審議の中で法案
のボロが明らかになり、与党推薦の公述人からも拙速審議を
戒める声が出るにつれて、安倍首相の直々の指示の下で与党
は「連日審議」の強行日程を加速させ、最終的には民主党を抱
き込んで最低投票率導入の可否を論議していくことなど18
項目にわたる「付帯決議」を付けて、11日の委員会採決、14
日の本会議での成立にこぎつけた。
　しかし、今後の過程は自民党にとっても決してたやすいも
のではない。安倍首相は2005年に作成した「自民党新憲法
草案」を改憲論議のベースに据えようとしているが、この案
では民主党はおろか与党・公明党までふくめた合意を実現す
るには無理がある。さらに改憲発議にいたるには今年７月の
参院選をふくめて少なくとも３回の国政選挙をくぐらなけれ
ばならない。この中で改憲発議に必要な両院３分の２の多数
派を確保する「合意」を形成するためには、改憲派の重鎮・中
曾根康弘が語るように「新しい政界再編」が不可欠となるだ
ろう。それはかなりの綱渡りである。そして各種世論調査で
も「改憲支持」が多数を占めるとはいえ、９条に限れば反対が
過半数であり、その比率はむしろ増大している。したがって
安倍政権は９条明文改憲強行と、現憲法の下での「集団的自
衛権」行使容認の２本立てで、米国の要請する日米のグロー
バルな軍事的一体化に応えようとしている。
　一方、改憲反対運動の側は、問題を「９条護憲」に一元的に
集約する形ではなく、「戦争国家」づくりと新自由主義的社会
再編に対する多様な抵抗と結びついた形で、新たな闘いに挑
まなければならない。改憲が、国家・社会・イデオロギーな
ど全般にわたる作り替えである以上、私たちの反改憲運動も
現状へのノーを具体的なオルタナティブとして提示する必要
があるからた。新しい闘いは、これから始まる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国富建治／事務局）

18もの付帯決議をつけて通ってしまった「国民投票法」。
3年間凍結の間に、どういう策略がされるかと思うと、か
なりゾッとする。マスコミは相変わらずのアリバイ報道
にすぎず、反対運動なんてしてたの？と言わんばかりの
おざなりな記事でしかない。◆だいたい憲法99条はどう
してしまったのか。憲法を誰よりも守らなければならな
い国会議員がルールを無視して憲法を変えようとしてい
るのに、そのことの是非も問われないまま、ほとんどの人

は何も知らないまま、どんどん事態は進んでいく。◆社
会がドラスティックに変わっていくことには誰でも不安
や反発を抱くものだ。でもそういうことを感じさせない
ように、マスコミをも抱き込んだ政府のやり方は、卑怯と
いうほかない。首相を誰がやってもそう変わらないでし
ょ、というのには一理ある。だけど、いくつもの危険な法
案を短時間に次々と通していく今の首相の本質を、せめ
て私たちは声を大きくして暴いていくしかない。（玉子）

改憲手続き法の成立を糾弾する
－－－新しい闘いをスタートさせよう！－－－




